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東京都公衆浴場業生活衛生同業組合

第１ 監査対象の概要

１ 事 業 の 内 容

（１）事 業 の 概 要

東京都公衆浴場業生活衛生同業組合（平成１３年１月６日に東京都公衆浴場環境衛生同業組

合を改称。以下「組合」という ）は、公衆浴場営業について、組合員の経営の安定をもたら。

すための措置を講じ、公衆衛生の向上と増進に資することを目的として、昭和３２年１２月に

設置された団体で、主に組合員に対する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化に関

する事業を行っている。

（２）都 と の 関 係

都は、組合の行う事業に対して、公衆浴場の利用を促進することにより、都内公衆浴場の経

営の安定を図り、都民の浴場利用機会の確保に資することを目的に、東京都公衆浴場利用促進

事業補助金交付要綱に基づき、表１のとおり補助金を交付している。

（表１）補助金の交付状況

（ ）単位：千円
補助金交付実績 補助対象 補助額

交付年度 補助対象経費 補助金交付実績 組合の作成する広報 補助対象経費の２分
平成１１年度 93,844 44,000 誌に要する経費 の１以内かつ4,400
平成１２年度 91,038 44,000 万円限度

２ 組 織

組合は、事務所を千代田区東神田一丁目１０番２号に置き、役員３１名（理事長１名、副理事

長１名、常務理事１名、理事２６名、監事２名(うち非常勤役員２８名) 、職員７名をもって構）

成されている。

第２ 監査の範囲及び実地監査期間

１ 監 査 の 範 囲

平成１１年度及び平成１２年度の事業について実施した。

２ 実地監査期間

(１) 生活文化局 平成１４年１月１０日及び２１日

（２） 組 合 平成１４年１月１７日
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第３ 監 査 の 結 果

１ 事業実績について

平成１１年度及び平成１２年度における補助事業の主な実績は、表２のとおりであり、事業は

補助目的に沿って適正に執行されている。

（表２）補助事業実績

（ ）単位：千円
補助対象事業及び経費 平成１１年度 平成１２年度

補助対象経費 補助金額 補助対象経費 補助金額
公衆浴場利用促進事業 93,844 44,000 91,038 44,000
広報誌経費 70,350 73,907
制作費 32,738 38,558
編集費 31,494 29,366
配送費 6,118 5,982

広報誌特集号経費 23,098 16,742
制作費 15,582 7,541
編集費 7,020 8,377
配送費 496 823

事務費等 395 388
事業内容
広報紙発行
発行日 偶数月の１０日（年６回）
発行数 各回１６万部（年間９６万部）

同特集号発行
発行日 １０月１０日（年１回）
発行数 平成１１年度２０万部、平成１２年度１６万部
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社団法人 東京都私学退職金社団

第１ 監査対象の概要

１ 事 業 の 内 容

（１）事 業 の 概 要

社団法人東京都私学退職金社団（以下「社団」という ）は、都内に設置されている私立学。

校等の常勤教職員に対する退職金給付に必要な資金を設置者に交付することにより、教職員の

待遇改善を図るとともに、私立学校の振興に寄与することを目的として昭和４０年１２月に設

立された団体で、次の事業を行っている。

ア 退職資金事業

この事業は、私立学校の設置者等を会員とし、会員の出資金（掛金）、都補助金、並びにこ

れらを積立てた退職資金事業積立資産より生じる利子・配当金等を財源とし、会員がその所

属教職員に退職金を給付するのに必要な資金（以下「退職資金」という。）を交付する事業で

ある。

退職資金は、登録している教職員が退職又は死亡した場合に、社団より会員に交付するも

ので、退職教職員の退職前２４か月の平均標準給与月額に、その登録期間の年数に応じた交

付指数を乗じて得た金額となっている。

なお、会員の加入状況は表１のとおりであり、また、学校種類別の加入状況及び教職員登

録者数は表２のとおりである。

（表１） 会 員 の 加 入 状 況 （平成13.3.10 現在）

区 分 学 校 法 人 宗 教 法 人 個 人 その他法人 計

会員数 ５８１ １６２ ２６０ １９ １,０２２

（注) 個人は、幼稚園及び専修学校設置者である。

（表２） 学校種類別加入状況及び教職員登録者数 （平成13.3.10 現在）

区 分 高 等 中学校 小学校 幼稚園 盲 ろう 専 修 私 学 計・ ・

学 校 養護学校 学 校 振興団体

学 校 総 数(校) 241 179 50 914 3 439 7 1,833

加 入 学 校 数(校) 222 166 45 812 3 192 7 1,447

加 入 率(％) 92.1 92.7 90.0 88.8 100 43.7 100 78.9

教職員登録者数(人) 10,139 3,829 1,242 9,626 77 4,848 46 29,807

（注） 学校総数は学校基本調査（東京都総務局統計部 平成１２年５月１日現在）による。
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イ 私立学校教育振興会に対する貸付事業

この事業は、財団法人東京都私立学校教育振興会(以下「振興会」という。)が行っている

「私立学校教育振興資金貸付事業」及び「私立高等学校老朽校舎改築資金貸付事業」に要す

る資金の一部を、社団が振興会に貸し付けることにより、私学振興の一助にしようとするも

のである。

、 。平成１１年度及び平成１２年度の振興会に対する貸付事業の実績は 表３のとおりである

（表３） 振興会に対する貸付及び償還の状況 (平成13.3.31現在)

（単位：千円)

貸 付 種 別 教育振興資金関係 老朽校舎改築資金関係

貸 付 年 度 貸付額 償還額 貸付残高 貸付額 償還額 貸付残高

平成

３ ～ １０年度 4,000,000 1,869,700 2,130,300 1,500,000 121,400 1,378,600

平成１１年度 500,000 0 500,000 500,000 0 500,000

平成１２年度 500,000 0 500,000 500,000 0 500,000

計 5,000,000 1,869,700 3,130,300 2,500,000 121,400 2,378,600

(注) 教育振興資金に関する貸付金は、３年据え置きの１０年償還（元金均等）であり、老朽校

舎改築資金については、２年据え置きの２０年償還（元金均等）である。なお、後者につい

ては、平成８年から平成１２年まで５年間の時限事業である。

（２）都 と の 関 係

都は、社団に対して加入会員の負担の軽減を図るため、退職資金事業について、会員の負担

すべき出資金（平成１１年度：登録教職員の標準給与月額の年総額×８１／１，０００、平成

１２年度：登録教職員の標準給与月額の年総額×８２／１，０００）のうち、それぞれ、３６

／１，０００相当額の補助金を交付している。

補助金の交付額は、表４のとおり、平成１１年度４０億１，１９４万余円、平成１２年度

４０億３，５９２万余円である。
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（表４） 都 補 助 金 の 交 付 状 況

平 成 １ １ 年 度 平 成 １ ２ 年 度

内 訳 延登録者数 標準給与総額 都補助金額 延登録者数 標準給与総額 都補助金額

(Ａ) (A) 36/1000 (Ｂ) (B) 36/1000× ×

人 千円 千円 人 千円 千円

高 等 学 校 123,437 47,803,695 1,720,933 121,928 47,977,120 1,727,176

中 学 校 46,846 17,449,500 628,182 46,056 17,502,310 630,083

小 学 校 15,282 5,491,410 197,690 15,011 5,504,120 198,148

幼 稚 園 113,837 23,877,537 859,591 115,944 24,507,838 882,282

941 285,470 10,276 937 287,060 10,334盲 ・ ろ う ・ 養 護 学 校

専 修 学 校 59,769 16,356,992 588,851 58,493 16,144,525 581,202

私学振興団体 537 178,270 6,417 548 186,110 6,699

計 360,649 111,442,874 4,011,943 358,917 112,109,083 4,035,926

２ 組 織

社団は、事務所を千代田区九段北一丁目６番４号に置き、役員２０名（理事長１名 、常務理

事１名、理事１５名、監事３名 （非常勤役員１９名 ）及び職員７名（うち都派遣職員２名）、 ）

で構成されている。

第２ 監査の範囲及び実地監査期間

１ 監 査 の 範 囲

平成１１年度及び平成１２年度の補助事業について実施した。

２ 実地監査期間

（１）生活文化局 平成１４年１月１０日及び１８日

（２）社 団 平成１４年１月１１日、１６日及び１７日

第３ 監 査 の 結 果

１ 事業実績について

社団の平成１１年度及び平成１２年度の事業実績は、表５及び表６のとおりであり、事業は補

助目的に沿って適正に執行されている。
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（表５） 会員出資金及び都補助金の受入状況 （単位:千円）

年 度 会 員 出 資 金 都 補 助 金 計

平成１１年度 5,014,941 4,011,943 9,026,885

平成１２年度 5,157,024 4,035,926 9,192,951

（表６） 退 職 資 金 の 交 付 状 況 （単位:千円）

区 分 高 等 学 校 中 学 校 小 学 校 幼 稚 園 盲 ろ う 専修学校 私学振興 計・ ・

養 護 学 校 団 体

平 交付人数(人) 607 227 90 1,365 7 618 1 2,915

成11 交 付 総 額 6,061,479 1,546,689 561,858 1,804,772 19,141 1,046,610 775 11,041,325

年 平均交付額 9,985 6,813 6,242 1,322 2,734 1,693 775 －

度 ( ) 17.57 13.14 13.11 5.58 8.14 5.77 6.00 －平均登録年数 年

平 交付人数(人) 588 212 65 1,467 5 538 5 2,880

成12 交 付 総 額 5,368,672 1,793,860 405,930 1,991,737 19,345 1,042,250 8,457 10,630,254

年 平均交付額 9,130 8,461 6,245 1,357 3,869 1,937 1,691 －

度 ( ) 16.45 15.35 12.53 5.36 6.85 6.38 5.00 －平均登録年数 年
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東京都職業能力開発協会

第１ 監査対象の概要

１ 事 業 の 内 容

（１）事 業 の 概 要

東京都職業能力開発協会（以下「協会」という ）は、職業能力開発促進法（昭和４４年法。

律第６４号）に基づき、昭和５４年８月に設立された法人で、東京都の地区内において職業能

力の開発及び向上の促進を図ることを目的として、主として次の事業を行っている。

ア 事業主等の行う職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する業務についての指

導及び連絡

イ 事業主等の行う職業訓練に従事する者の研修

ウ 技能検定試験の実施

（２）都 と の 関 係

都は、民間における職業能力の開発及び技能検定の普及、振興を図るため、協会に対し、東

京都職業能力開発協会費補助金交付要綱に基づき、表１のとおり補助金を交付している。

（表１）補助金交付状況

（単位：千円）

経 費 区 分 平成１１年度 平成１２年度 補助率等

補助対象経費 補助金額 補助対象経費 補助金額

10/10 以内管 理 費 111,405 109,705 112,750 110,921

事 業 費 271,569 100,144 264,937 94,698

34,752 17,050 34,673 15,724職業訓練振興事業費

（ ）職業訓練指導員講習費 7,159 5,135 7,187 4,988 10/10以内 都単独

国庫補助額の２倍その他の職業訓練振興事業費 27,592 11,914 27,486 10,735

236,817 83,094 230,263 78,973技能検定試験等実施事業費

国庫補助額の２倍技能振興事業費 9,740 9,661 10,609 10,554

10/10 以内技能検定試験実施事業費 227,077 73,433 219,654 68,419

合 計 382,975 209,850 377,687 205,620

（注）１ 職業訓練指導員講習費及び技能検定試験実施事業費に対する補助金額は、補助対象経費

額から事業収入を控除した額に補助率を乗じて算定される。

２ 管理費及び技能検定試験実施事業費に対する補助金額には、認定職業訓練訓練生数、技

能検定試験申請者数等を基準に交付される国庫補助額を含む。



- 112 -

２ 組 織

協会は、事務所を千代田区飯田橋三丁目１０番３号に置き、役員４１名（会長１名、副会長２

名、専務理事１名、常務理事１名、理事３３名、監事３名（非常勤役員３９名 ）及び職員１６）

名（うち都派遣職員２名）で構成されている。

第２ 監査の範囲及び実地監査期間

１ 監 査 の 範 囲

平成１１年度及び平成１２年度の補助事業について実施した。

２ 実地監査期間

（１）産業労働局 平成１４年２月７日及び２５日

（２）協 会 平成１４年２月１８日及び２２日

第３ 監 査 の 結 果

１ 事業実績について

、 、 、平成１１年度及び平成１２年度における補助事業の主な実績は 表２のとおりであり 事業は

別項指摘事項に関するものを除き、補助目的に沿って適正に執行されている。

（表２）主な補助事業実績

事 業 名 事 業 実 績

平 成 １１ 年 度 平 成 １２ 年 度

職業訓練振興事業

職業訓練指導員講習 開催回数 ４回 開催回数 ４回

受講者数 １６２名 受講者数 １８１名

その他の職業訓練振興事業

認定職業訓練指導員研修 開催回数 ５回 開催回数 ５回

受講者数 ３５８名 受講者数 ５５２名

技能展等 全国総合技能展 全国総合技能展

参加 都内認定校 １５校 参加 都内認定校 １６校

地域技能祭 地域技能祭

参加 都内認定校 ２２校 参加 都内認定校 １８校

技能検定試験等実施事業

技能振興事業 技能五輪（開催県 静岡県） 技能五輪（開催県 埼玉県）

参加人員 都選手 ３０人 参加人員 都選手 ４９人

（ ） （ ）全体 ７２７人 全体 ７７０人

技能検定試験 実施規模 １０１職種 実施規模 ９７職種

１８７作業 １６５作業

実技試験 ２回 実技試験 ２回

受検者数 ８，７６３人 受検者数 ８，２０３人

学科試験 ２回 学科試験 ２回

受検者数 ８，１９３人 受検者数 ７，６８５人
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２ 指 摘 事 項

（１）局 関 係

ア 保険料に係る補助金の返還を求めるべきもの

局は、民間における職業能力の開発の促進を図ることを目的として、協会が行う技能検定、

技能振興、職業訓練振興事業等の実施に要する経費を補助している。

この補助の対象である協会の常勤役員（２人）の人件費について見たところ、協会は、その

役員に適用がない労働者災害補償保険の保険料（平成１１年度：１４万８，６８５円、平成１

２年度：１５万６，９９５円）を厚生労働省東京労働局へ申告納付しており、その保険料を補

助対象経費として補助金を申請し、交付を受けている。

ところで、局は、平成１３年６月に、役員に係る当該保険料が補助対象外であると認識し、

補助対象からは除くこととしたものの、監査日（平成１４．２．２２）現在まで、協会に対し

平成１１年度分及び平成１２年度分の当該保険料に係る補助金（３０万５，６８０円）の返還

を求めていないのは適正でない。

局は、速やかに、過大に交付された補助金の返還を求められたい。



- 114 -

財団法人東京都私立学校教育振興会

第１ 監査対象の概要

１ 事 業 の 内 容

（１）事 業 の 概 要

財団法人東京都私立学校教育振興会（以下「振興会」という ）は、昭和５６年６月に設立。

され、東京都内の私立学校（高等学校、中学校、小学校、ろう学校、養護学校、幼稚園、専修

、 ） 、 、 、学校 各種学校及び高等専門学校 の教育振興のため 長期・低利な資金の融資 教育の改善

教職員の資質の向上、その他の援助を行い、もって都内私立学校教育の充実と振興を図り、東

京都の教育文化の高揚に資することを目的として、主として次の事業を行っている。

ア 施設設備資金及び運営資金の長期低利な融資並びにその回収事業

イ 教育の研究及び教職員の研修事業

ウ 学校等の行うコミュニティ活動の振興のための事業

（２）都 と の 関 係

都は、振興会が行う事業に対し、補助金交付要綱に基づき補助金を交付しており、その内容

及び実績は、表１のとおりである。

なお、都は、振興会に対し、基本金１３億７，１００万円のうち２億円を出えんしている。

（表１）補助金の交付実績

（単位：千円）

補 助 事 業 名 平成11年度 平成12年度 内 容

私立学校教育振興資金融資 414,000 376,000 私立学校教育振興資金貸付事業に係る原資

利子補給事業 借入金に対する利子補給(年利４％以内）

私立幼稚園振興対策利子補 7,160 2,541 私立幼稚園振興対策利子補給事業の利子補

給事業 給（年利５％以内）

私立高等学校老朽校舎改築 43,020 37,787 私立高等学校老朽校舎改築資金貸付事業に

促進事業 係る原資借入金に対する利子補給

私立専修学校教育設備整備 130,000 130,000 私立専修学校教育設備整備費助成事業の補

費補助事業 助（購入経費の2分の1以内）

私立専修学校専門課程研究 99,091 72,647 私立専修学校専門課程研究用図書等整備費

用図書等整備費補助事業 助成事業の補助（購入経費の2分の1以内）

私立学校教育研究費補助事 77,635 69,872 研修研究事業等の補助（予算の範囲内）

業

私立高等学校等入学支度金 － 3,217 私立高等学校等入学支度金貸付事業に係る

貸付利子補給事業 原資借入金に対する利子補給

合 計 770,906 692,065

（注）平成１１年度の私立高等学校等入学支度金貸付事業に係る原資の借入れは年度末に行った
ため、利子の支払いは平成１２年度から発生している。
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このほか、都は、私立学校教育振興資金貸付事業等の原資として、振興会が株式会社富士銀

行ほか７行及び社団法人東京都私学退職金社団（以下「融資団」という ）から融資を受ける。

に当たり、借入れの円滑化を図るために、融資団と損失補償契約（平成１２年度補償限度額４

０５億９，８１６万余円）を締結している。

２ 組 織

財団は、事務所を千代田区九段南三丁目３番６号に置き、役員２６名（理事長１名、理事長代

理１名、運営理事４名、専務理事１名、理事１６名、監事３名（うち非常勤役員２５名 ）及び）

職員１６名（うち都派遣職員９名）で、３部をもって構成されている。

第２ 監査の範囲及び実地監査期間

１ 監 査 の 範 囲

平成１１年度及び平成１２年度の事業について実施した。

２ 実地監査期間

（１）生活文化局 平成１４年１月１０日及び２１日

（２）振 興 会 平成１４年１月１１日から同月１８日まで

第３ 監 査 の 結 果

１ 事業実績について

平成１１年度及び平成１２年度における補助事業の主な実績は次のとおりであり、事業は補助

目的に沿って適正に執行されている。

（１）私立学校教育振興資金貸付事業について

私立学校における教育環境の整備と経営の安定化を図るため 設置者に対し施設設備資金 貸、 （

付期間：７～１５年、利率：１．５５～１．９７５％（固定 、１．３７５％（変動:平成１）

２年度 ）及び運営資金（貸付期間：１～５年、利率：１．２５～１．７７５％（固定 ）を） ）

貸し付けるものであり、事業実績は表２のとおりである。 また、平成１２年度における貸付

残高及び償還状況は、表３のとおりである。

なお、平成１２年度は貸付原資として融資団から４１億６，３００万円（借入期間：１０年

及び１５年、利率：１．９０～２．４０％（固定 、１．８７５％（変動 ）を借り入れてい） ）

る。
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（表２）教育振興資金貸付事業実績

（単位：千円）

平 成 １１ 年 度 平 成 １２ 年 度

内 訳 内 訳

区 分 貸 付 額 施設設備 運 営 貸 付 額 施設設備 運 営

資 金 資 金 資 金 資 金

高等学校 （ 5） （ 4） （ 1） （ 8） （ 6） （ 2）

中 学 校 548,600 533,600 15,000 1,820,000 1,780,000 40,000

（ 1） （ 0） （ 1） （ 3） （ 2） （ 1）

小 学 校 15,000 0 15,000 785,000 770,000 15,000

（16） （ 7） （ 9） （13） （ 6） （ 7）

幼 稚 園 726,900 620,900 106,000 486,000 396,000 90,000

専修学校 （ 4） （ 2） （ 2） （ 4） （ 3） （ 1）

各種学校 715,000 680,000 35,000 1,072,000 1,042,000 30,000

（26） （13） （13） （28） （17） （11）

計 2,005,500 1,834,500 171,000 4,163,000 3,988,000 175,000

（注 （ ）内は件数である。）

（表３）貸付残高及び償還状況

（単位：千円）

平成１１年度末 平成１２年度 平成１２年度 平成１２年度末

区 分 貸 付 残 高 貸 付 金 償 還 金 貸 付 残 高

金 額 17,908,040 4,163,000 3,403,031 18,668,009

（２）私立幼稚園振興対策利子補給事業について

私立幼稚園における教育環境の維持向上と経営の安定化を図るため、幼稚園設置者が金融機

関から融資を受けた際に利子補給を行うものであり、その事業実績は表４のとおりである。

、 、なお 本事業は平成８年度までに承認された事業について５年間利子補給を行うものであり

平成１３年度をもって事業終了する。

（表４）私立幼稚園振興対策利子補給事業実績

区 分 平成１１年度 平成１２年度

利子補給件数 ４７件 ３０件

利子補給率 年率５．０％以内 年率５．０％以内

利子補給額 7,160千円 2,541千円
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（３）私立高等学校老朽校舎改築資金貸付事業について

私立高等学校における校舎等教育施設のうち、老朽化した校舎等の改築を促進し、私立高等

、 （ 、学校に学ぶ生徒の安全な教育環境を確保するため 設置者に対し改築資金 貸付期間：２０年

一般融資利率：１．６５％（変動 、特別融資利率：１．４０％（変動 ）を貸し付けるもの） ）

で、事業実績は表５のとおりであり、平成１２年度における貸付残高及び償還状況は、表６の

とおりである。

、 ， （ 、なお 平成１２年度は貸付原資として融資団から５１億１ ３００万円 借入期間：２０年

利率：１．７７５～１．８７５％（変動 ）を借り入れている。）

（表５）私立高等学校老朽校舎改築資金貸付事業実績

（単位：千円）

区 分 平成１１年度 平成１２年度

（４） （７）

貸 付 金 額 1,550,000 5,113,000

（25） （33）

年度末貸付残高 12,193,176 16,721,331

（注 （ ）内は件数である。）

（表６）貸付残高及び償還状況

（単位：千円）

平成１１年度末 平成１２年度 平成１２年度 平成１２年度末

区 分 貸 付 残 高 貸 付 金 償 還 金 貸 付 残 高

金 額 12,193,176 5,113,000 584,845 16,721,331

（４）私立専修学校教育設備整備費助成事業及び私立専修学校専門課程研究用図書等整備費助成事

業について

私立専修学校の教育条件充実を図るため、教育設備装置の整備費や教員等の研究に必要な図

、 。書等の購入経費に対する助成を行うものであり その事業実績については表７のとおりである
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（表７）私立専修学校教育設備整備費助成事業実績及び私立専修学校専門課程研究用図書等

整備費助成事業実績

（単位：千円）
事 業 名 平成１１年度 平成１２年度

規 模 対象経費 助成金額 規模 対象経費 助成金額 内 容
私立専修学校教育 300万円以上2,000
設備整備費助成事 51校 569,131 130,000 48校 482,172 130,000 万円未満で購入経
業 費の2分1以内
私立専修学校専門 50万円以上300万
課程研究用図書等 112校 198,182 99,091 85校 145,331 72,647 円未満で購入経費
整備費助成事業 の2分1以内

（５）研修研究事業及び学校研究助成事業について

私立学校教職員等の資質の向上を図るため、各種の研修・研究事業を実施するとともに、私

立学校教職員の教育研究活動の充実を図るため、私立学校の専任教職員の行う研究活動に対す

る助成を行っており、その事業実績は表８のとおりである。

（表８）研修研究事業実績及び学校研究助成事業実績

（単位：千円）

事 業 名 平成１１年度 平成１２年度
回数等 参加者数 支出額 回数等 参加者数 支出額

主催研修研究事業 15回 886人 7,644 11回 796人 7,450
同和教育研修、人権教育研修、基 同和教育研修、人権教育研修、基
礎教養研修等の開催 礎教養研修等の開催

共催研修研究事業 291回 11,291人 65,922 305回 11,796人 63,258
教科、管理者研修及び研究等の実 教科、管理者研修及び研究等の実
施 施

学校研究助成事業 41件 146人 10,368 38件 118人 10,752
一般研究及び特別研究への助成、 一般研究及び特別研究への助成、
報告書等の刊行 報告書等の刊行

合 計 － － 83,934 － － 81,460

（６）私立高等学校等入学支度金貸付事業について

都内私立高等学校等に入学する生徒の保護者の入学時における経費負担を軽減するため、私

立学校の設置者が入学時に生徒の保護者に対し貸し付ける資金を、振興会が設置者に無利子で

貸し付けるものであり（生徒１人当たり２０万円、卒業年次の３月３１日までに一括償還、無

利子 、その事業実績は表９のとおりである。）

なお、都は、平成１０年度まで貸付原資を無利子で振興会に貸し付けていたが、平成１１年

度からは、振興会が金融機関から借入れを行い、都がその利子補給を行う制度に変更した。

振興会は、平成１２年度には貸付原資として株式会社富士銀行ほか７行から１億５，２８０

万円（借入期間：３年、利率：１．８％（変動 ）を借り入れている。）
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（表９）私立高等学校等入学支度金貸付事業実績

（単位：校、人、千円）

区 分 平 成 １１ 年 度 平 成 １２ 年 度

学校数 生徒数 貸付金額 学校数 生徒数 貸付金額

高 等 学 校 167 947 189,400 145 750 150,000

高等専門学校 0 0 0 1 2 400

専 修 学 校 7 30 6,000 3 12 2,400

合 計 174 977 195,400 149 764 152,800
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社団法人東京都信用組合協会

第１ 監査対象の概要

１ 事 業 の 内 容

（１）事 業 の 概 要

社団法人東京都信用組合協会（以下「協会」という ）は、昭和３６年４月に設立された団。

体で、都内信用組合の健全な発達を図り、もって中小企業者並びに勤労者等の経済活動及び生

活の安定向上に寄与することを目的として、主として次の事業を行っている。

ア 都内信用組合の業務の改善及びその発展を図るための調査研究、資料の収集・提供、統計

の作成

イ 都内信用組合の発展振興のための研修、講習会及び講演会等の開催

ウ 都内信用組合の健全な発展を図るための、都内中小企業者又は勤労者等に対する事業並

びに生活の安定向上に関する事業

エ 地域における金融不安を回避するための経営破綻した信用組合の債権管理回収事業

（２）都 と の 関 係

都は、協会に対し、表１の補助金について、表２のとおり交付している。

（表１）補助金種別、交付目的及び補助率等

種 別 交 付 目 的 補 助 率

（ 補助金交付根拠 ） （負担割合）等

債権回収事務費 、東京都信用組合緊急特別対策補助金 コスモ信用組合の経営破綻処理に伴う

（東京都信用組合緊急特別対策補助金交 借入金の支払利息債権管理回収事業に対し補助すること

付要綱） 等に対し２０億円により、その処理を円滑に促進し、地

域の信用秩序維持に資する。 （都単独）（平成１１年度まで）

基金の造成に要す東京都信用組合経営基盤強化対策補助金 都内信用組合の経営基盤の強化を図る

（東京都信用組合経営基盤強化対策補助 る経費に対し、平ための事業を行うことを目的に設置す

金交付要綱） 成１２年度２０億る基金の造成に要する経費を補助する

平成１２年度から平成１６年度まで 円（ ） ことにより、都内信用組合の経営安定

化と地域経済の安定に資する。 （都単独）

（ ）東京都事業内職業訓練事業補助金 認定職業訓練の実施に係る経費の一部 2/3 国1/3､都1/3

（東京都事業内職業訓練事業補助金交付 以内を補助することにより、その実施の促

進と内容の向上を図る。規程）
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（表２）補助金交付実績

（単位：千円）

種 別 平 成 １１ 年 度 平 成 １２ 年 度

補助対象事業費 補助金交付額 補助対象事業費 補助金交付額

東京都信用組合緊急特別対策補助金 3,122,841 2,000,000 － －

東京都信用組合経営基盤強化対策補助金 ― ― 2,000,000 2,000,000

東京都事業内職業訓練事業補助金 12,238 5,178 11,773 4,164

合 計 3,135,079 2,005,178 2,011,773 2,004,164

また、都は、協会が基金（東京都信用組合支援基金）を造成し、その運用益を活用して都内

信用組合相互の合併等を促進することにより、信用組合の経営の体質強化と健全化を図り、も

って信用組合業界の信用維持と預金者保護に資することを目的として、その基金造成のための

資金として、昭和６２年度から平成８年度までにおいて、東京都信用組合育成強化資金貸付金

（ 、 （ ）、 ） 。無利子 償還期限：平成２１年５月 一括償還 累計額：１００億円 を貸し付けている

２ 組 織

協会は、事務所を中央区京橋一丁目９番１号に置き、役員１３名（会長１名、副会長５名、専

務理事１名、常務理事１名、理事３名、監事２名（非常勤役員１１名 ）及び職員１５名で構成）

されている。

第２ 監査の範囲及び実地監査期間

１ 監 査 の 範 囲

平成１１年度及び平成１２年度の補助事業等について実施した。

２ 実地監査期間

（１）産業労働局 平成１４年２月７日及び２５日

（２）協 会 平成１４年２月８日及び１２日

第３ 監 査 の 結 果

１ 事業実績について

平成１１年度及び平成１２年度における補助事業等の主な実績は、表３のとおりであり、事業

は、補助目的等に沿って適正に執行されている。
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（表３）主な事業実績

事 業 名 事 業 実 績

平 成 １１ 年 度 平 成 １２ 年 度

信用組合緊急特別対策 債権管理回収事業

事業 支出：事業費・管理費等

3,122,840,357円

債権回収金額 ―

9,612,493,128円

信用組合経営基盤強化 ― 信用組合経営安定化基金の造成

対策事業 2,000,000,000円

事業内職業訓練事業 認定職業訓練（普通職業訓練） 認定職業訓練（普通職業訓練）

短期課程 16講座、17コース 短期課程 17講座、18コース

訓練修了者 633名 訓練修了者 452名

信用組合育成強化事業 信用組合支援基金による経営改善 信用組合支援基金による経営改善

支援事業 支援事業

年度末支援基金残高 年度末支援基金残高

18,102,708,477円 17,973,963,676円
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東京都青少年協会

第１ 監査対象の概要

１ 事 業 の 内 容

（１）事 業 の 概 要

（ 「 」 。） 、 、東京都青少年協会 以下 協会 という は 次代を担う青少年の健全な育成を図るため

幅広い都民運動を効果的に推進することを目的として、平成２年４月に設立された団体で、青

少年に関する全都的事業の実施、青少年国際交流に関する事業の実施等を行っている。

（２） 都 と の 関 係

都は、協会の行う事業に対して東京都青少年協会運営費補助金交付要綱に基づき、表１のと

おり補助金を交付している。

（表１）補助金の交付状況

（ ）単位：千円
補助金交付実績 補助対象 補助額

交付年度 補助対象経費 補助金交付実績 協会の管理及び事業
平成１１年度 10,648 10,648 に要する経費 予算の範囲内
平成１２年度 9,797 9,797

２ 組 織

協会は、事務所を新宿区西新宿二丁目８番１号に置き、役員２７名（会長１名、副会長６名、専

務理事１名、理事１７名、監事２名（うち非常勤役員 ２７名 、職員２名（うち都派遣２名）））

をもって構成されている。

第２ 監査の範囲及び実地監査期間

１ 監 査 の 範 囲

平成１１年度及び平成１２年度の事業について実施した。

２ 実地監査期間

(１) 生活文化局 平成１４年１月１０日及び２１日

（２） 協 会 平成１４年１月１８日

第３ 監 査 の 結 果

１ 事業実績について

平成１１年度及び平成１２年度における補助事業の主な実績は、表２のとおりであり、事業は

補助目的に沿って適正に執行されている。
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（表２）補助事業実績

（ ）単位：千円
補助対象事業 平成１１年度 平成１２年度
及び経費 補助対象 補助金額 補助対象 補助金額

経費 経費
協会の行う補 10,648 10,648 9,797 9,797
助事業
管理費 3,372 3,074
事務局費等 2,707 2,589

665 485総会理事会費

事業費 7,275 （事業内容） 6,722 （事業内容）
普及資料作 5,704 会報「青少年協会だより」の 5,149 会報「青少年協会だより」の
成経費 発行(第18号・第19号各5万 発行(第20号・第21号各3万

部)、青少年育成マニュアルの 部)、青少年育成マニュアルの
発行（2万8千余部） 発行（2万8千部）

地域環境浄 253 街頭啓発活動、環境改善活動 161 街頭啓発活動、環境改善活動
化活動費 (平成11年7月24日ほか5回、町 (平成12年7月20日ほか5回、町

田市ほか5区市） 田市ほか5区市）
都民の集い 420 21世紀を担う青少年の心を育 307 心の東京革命都民集会
費 む東京フォーラム (平成12年10月18日、東京国際

（平成12年1月18日、都庁大会 フォーラムホールＡ、参加者4
議場、参加者600人） 000人)

非行等防止 355 講演会（平成11年7月14日、府 401 講演会(平成12年6月28日ほか1
活動費 中市立中央文化センター、参 回、東京都美術館講堂ほか1か

加者230人） 所、参加者合計590人)
少年の主張 541 参加募集・作品審査・結果発 703 参加募集・作品審査・結果発
大会費 表等（平成11年10月6日、都庁 表等（平成12年9月24日、都民

大会議場、参加者510人) ホール、参加者210人)
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東京都中小企業団体中央会

第１ 監査対象の概要

１ 事 業 の 内 容

（１）事 業 の 概 要

東京都中小企業団体中央会（以下「中央会」という ）は、中小企業等協同組合法（昭和２。

４年法律第１８１号）に基づき、昭和３１年１月に設立された法人で、都内における中小企業

等協同組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合

会（以下「組合等」という ）の健全な発達及び中小企業の振興を図ることを目的として、主。

として次の事業を行っている。

ア 組合等の組織、事業及び経営の指導並びに連絡

イ 組合等の設立指導

ウ 組合等の指導者の養成

エ 講習会、研究会及び講演会の開催

（２）都 と の 関 係

都は、中央会に対し、表１の補助金について、表２のとおり交付している。

（表１）平成１２年度補助金名、交付目的及び補助率等

補助金名（交付要綱） 交 付 目 的 補助率（負担割合）等

・指導員及び職員の設置東京都中小企業連携組織対策事業費補助金 中小企業連携組織の推進並

：10/10以内(都単独)（東京都中小企業連携組織対策事業費補助 びに中小企業団体の育成及び

・中小企業活路開拓調査金交付要綱） 指導の促進

・実現化事業、組合等

中小企業連携組織活性

化情報提供事業等：10/

）10以内 国及び都各1/2（

・中小企業連携組織調査東京都中小企業経営資源強化対策費補助金 中小企業の経営資源の確保

（東京都中小企業経営資源強化対策費補助 等の支援 2/3開発等支援事業等：

金交付要綱） 以内（国及び都各1/3）

・中小企業連携組織交流

促進事業：10/10以内

）（国及び都各1/2

（東京都組織 講習会、組合自主研東京都組織強化事業費補助金 役職員及び組合員の資質向 ・

強化事業費補助金交付要綱） 修補助等：１/２以内上等

（都単独）

東京都中小企業連携組織対策事業費補助金及び東京都中小企業経営資源強化対策費補助金（注）

東京都組織化指導費補助金とは、国の国庫補助金交付要綱の改訂に伴い、平成１１年度まで

されたものである。して交付されていたものが変更
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（表２）補助金交付実績

（単位：千円）

補 助 対 象 事 業 費 及 び 補 助 金 交 付 額

種 別 平 成 １１ 年 度 平 成 １２ 年 度

補助対象事業費 補助金額 補助対象事業費 補助金額

組 織 化 指 導 費 補 助 金 403,928 376,603 ― ―

中小企業連携組織対策事業費補助金 ― ― 364,930 335,096

中小企業経営資源強化対策費補助金 ― ― 33,554 20,012

組 織 強 化 事 業 費 補 助 金 12,523 5,636 11,591 5,072

合 計 416,452 382,240 410,076 360,181

２ 組 織

中央会は、事務所を中央区銀座二丁目１０番１８号に置き、役員１００名（会長１名、副会長

６名、専務理事１名、常任理事２２名、理事６８名、監事２名（非常勤役員９７名 ）及び職員）

５０名で構成されている。

第２ 監査の範囲及び実地監査期間

１ 監 査 の 範 囲

平成１１年度及び平成１２年度の補助事業について実施した。

２ 実地監査期間

（１）産業労働局 平成１４年２月７日及び２５日

（２）中 央 会 平成１４年２月８日及び１２日

第３ 監 査 の 結 果

１ 事業実績について

平成１１年度及び平成１２年度における補助事業の主な実績は、表３のとおりであり、補助目

的に沿って適正に執行されている。
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（表３）主な事業実績

平 成 １１ 年 度 平 成 １２ 年 度

事業名 事 業 実 績 事業名 事 業 実 績

指導員等の設置 ４２人 中 指導員等の設置 ４２人

中小企業活路開拓調査・実現化事業 小 中小企業活路開拓調査・実現化事業

（

組 ・労働環境改善フィージビリティ調査事 企 中 ・労働環境改善フィージビリティ調査事

業 １組合 業 小対 業 １組合

織 ・活路開拓ビジョン調査事業 ５組合 連 企策 ・活路開拓ビジョン調査事業 ２組合

組合等中小企業連携組織活性化情報提供事 携 業事 組合等中小企業連携組織活性化情報提供事

化 業 組 連業 業

・情報誌の発行 ５誌 33,000部 織 携費 ・情報誌の発行 ５誌 32,600部

（

指 組 外国人研修生共同受入事業 １組合 対 組補 外国人研修生共同受入事業 １組合

織 組合指導情報整備事業 策 織助 中小企業情報創造発信強化支援事業

導 化 ・外部機関派遣 ４名 事 金 ・ホームページ開設等

）

指 業

事 導 組合等中小企業連携組織指導事業 中 中小企業連携組織支援事業

費 ・個別専門指導事業 小 ・個別専門支援事業

（

業 補 テーマ別指導 44回 企 中 テーマ別支援 44回

助 組合別指導 10組合 延60回 業 小強 組合別指導 10組合 延60回

金 ・組織化集中指導事業 連・ 企化 ・組織化集中支援事業

組織化推進 ２グループ 携支 業対 組織化支援 ２グループ

）

運営指導 ８組合 促援 経策 活性化支援 ６組合

中小企業連携組織調査開発等支援事業 進事 営費 中小企業連携組織調査開発等支援事業

・活路開拓ビジョン調査事業 ４組合 業 資補 ・活路開拓ビジョン調査事業 ３組合

・活路開拓ビジョン実現化事業 ２組合 源助 ・活路開拓ビジョン実現化事業 ２組合

金

）

組 組合職員長期講習会 ２講座 組 組合職員長期講習会 ２講座

（ （

組 開催日数 ３０日 組 開催日数 ２０日

織 織 出席人数 １，８７５人 織 織 出席人数 １，４８９人

強 組合自主研修補助 強 組合自主研修補助

強 化 研修実施 １７組合 強 化 研修実施 １７組合

事 出席人数 ５３６人 事 出席人数 ４９６人

化 業 化 業

費 費

事 補 事 補

助 助

業 金 業 金

） ）
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東京都農業共済組合連合会

第１ 監査対象の概要

１ 事 業 の 内 容

（１）事 業 の 概 要

東京都農業共済組合連合会（以下「連合会」という ）は、農業災害補償法（昭和２２年法。

律第１８５号、以下「法」という ）に基づき、昭和２３年８月に設立された法人で、その会。

員である農業共済組合及び共済事業を行う市町村が共済事業の加入者に対して負う共済責任を

相互に保険する事業を行うことを目的として、主として次の事業を行っている。

ア 農作物（水稲・陸稲・麦 、畑作物（蚕繭 、家畜（牛・馬・豚 、果樹（梨）及び園芸施） ） ）

設の共済に係る保険事業

イ 会員の組織強化、運営指導並びに農業共済制度の普及推進

（２）都 と の 関 係

都は、連合会が法に基づいて行う事業の健全な発展を図るため、東京都農業共済団体等事務

費及び施設費補助金交付規程（昭和２８年東京都告示第１６６号）に基づく東京都農業共済団

体等事務費補助金交付要綱により、表１のとおり補助金を交付している。

（表１）東京都農業共済団体等事務費補助金交付実績等

（単位：千円）

種 別 平成１１年度 平成１２年度 補助率等

補助対象事業費 補助金額 補助対象事業費 補助金額

（ ）農 業 共 済 事 業 事 務 費 85,840 85,077 81,139 80,565 10/10以内 国10/10

農業共済事業特別事務費 393 335 415 389

10/10以内（都単独）農業共済事業推進事務費 16,992 16,658 14,658 14,557

合 計 103,226 102,070 96,213 95,511

２ 組 織

連合会は、事務所を小金井市本町六丁目９番３５号に置き、役員７名（会長１名、常務理事１

名、理事３名、監事２名（非常勤役員６名 ）及び職員１０名で構成されている。）
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第２ 監査の範囲及び実地監査期間

１ 監 査 の 範 囲

平成１１年度及び平成１２年度の補助事業について実施した。

２ 実地監査期間

（１）産業労働局 平成１４年２月７日及び２５日

（２）連 合 会 平成１４年２月１８日及び２２日

第３ 監 査 の 結 果

１ 事業実績について

、 、 、平成１１年度及び平成１２年度における補助事業の主な実績は 表２のとおりであり 事業は

別項指摘事項に関するものを除き、補助目的に沿って適正に執行されている。

（表２）主な事業実績

事 業 名 事 業 実 績

平 成 １１ 年 度 平 成 １２ 年 度

農 業 共 済 事 業 事 務 運 営 役職員の設置 １９名 役職員の設置 １７名

農業共済事業特別事務運営

損害評価実測 農作物共済 12戸 40筆 農作物共済 13戸 27筆

果樹共済 5戸 5園地 園芸施設共済 106戸 170棟

園芸施設共済 119戸 211棟

農業共済事業推進事務運営

家畜共済損害防止事業 健康調査 １，９００頭 健康調査 １，７５０頭

予防処置（薬剤配布） 予防処置（薬剤配布）

５，５００頭 ３，４８０頭

特定疾病検査指導 １，６４８頭 特定疾病検査指導 １，４９３頭

農業共済団体組織強化推 検討会の開催 ４回 検討会の開催 ３回

進事業

普及推進事業 普及用広報誌の作成 3,000 図書印刷部
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２ 指 摘 事 項

（１）共 通 関 係

ア 事業未執行分の補助金を返還すべきもの

局は、連合会に対し、法に基づいて行う事業の健全な発展を図ることを目的として、東京都

農業共済団体等事務費補助金を交付している。

連合会は、平成１２年度において、①農業共済事業事務費のうち庁費として、事務所ドア修

理経費８４万９，４５０円、②農業共済事業推進事務費のうち普及推進事業費として、連合会

の普及用広報誌の作成経費５３万２５０円を補助対象の一部として申請し、当該経費に係る補

助金の交付を受けている。

ところで、上記①②の経費の執行状況について見たところ、連合会は、当該年度中に執行し

ていないにもかかわらず、平成１２年度末決算において未払金として計上し、監査日現在（平

成１４．２．１８）に至っても補助金の返還を行っていないのは適正でない。

連合会は、速やかに未執行分の補助金１３７万９，７００円を返還するとともに、局は、必

要に応じ現地調査を行うなど事業実績報告書の審査を適切に行われたい。
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財団法人 東京都母子寡婦福祉協議会

第１ 監査対象の概要

１ 事 業 の 内 容

（１）事 業 の 概 要

財団法人東京都母子寡婦福祉協議会（以下「協議会」という ）は、昭和２４年に東京都未。

亡人同盟として発足後、母子及び寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）に基づき、昭和５

７年に現在の協議会に改め、都内のひとり親家庭の親及び寡婦等の自立への援助を図り、相互

扶助と福祉の増進に努め、健全な家庭生活をもたらすことを目的として、主として次の事業を

行っている。

ア ひとり親家庭及びその関係者に対する自立を図るための指導、援助、啓発等

イ ひとり親家庭の私立高等学校等入学金貸付等

ウ 都内地区母子会、関係各機関等との連携、情報交換等

（２）都 と の 関 係

都は、協議会が行う、ひとり親家庭自立促進事業等に対し、表１のとおり補助金を交付して

いる。

（表１）補助金の交付状況等 （単位：円）
金 額

種 類 根 拠 平成11年度 平成12年度 補 助 率 等
ひとり親家庭自立促進事 ひとり親家庭自立促進 12,523,000 10,802,000 補助率(都単独補助10/10)
業補助金 事業補助要綱 自立促進指導員２名分の補

助等
創立50周年記念「東京都 創立50周年記念「東京 1,000,000 補助率(都単独補助1/2)
母子寡婦福祉大会」実施 都母子寡婦福祉大会」 会場設備費、講師謝礼等に
事業補助金 実施事業補助要綱 対する補助

２ 組 織

協議会は、事務所を新宿区神楽河岸１番１号に置き、役員１３名（会長１名、副会長３名、理

事６名、常任理事１名、監事２名（非常勤役員１２名 ）及び職員３名で構成されている。）

第２ 監査の範囲及び実地監査期間

１ 監 査 の 範 囲

平成１１年度及び平成１２年度の補助事業について実施した。

２ 実地監査期間

（１）福 祉 局 平成１４年１月２４日

（２）協 議 会 平成１４年１月２５日
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第３ 監 査 の 結 果

１ 事業実績について

平成１１年度及び平成１２年度における補助事業の実績は、表２及び表３のとおりであり、事

業は補助目的に沿って適正に執行されている。

（表２）ひとり親家庭自立促進事業実績
活 動 実 績

平成11年度 平成12年度区 分 活 動 状 況
就労､福祉問題についての １就労の援助活動(公共職業安定所､パートバン 90件 80件
相談､援助､指導 ク､都立高等職業技術専門校

への依頼､連絡）
２自立相談活動(相談､電話､来訪等) 564件 630件

就労促進のための啓発活動 １雇用促進(事業所等への連絡) 12件 12件
(ＰＲ紙配布) 1回 2回

地区母子福祉会の自立促進 １地区母子会との連携(地区母子会の行事､研修 200回 120回
担当者に対する相談､援助､ 会､準備会等への参加）
指導 ２関係機関との連携(関係機関訪問､連絡､指導 25件 40件

者研修会への参加)
情報収集､提供活動 １行政機関との連携(公共職業安定所､都立高等 180件 180件

職業技術専門校､パートバ
ンク､福祉事務所､社会福
祉協議会､母子生活支援施
設等)

２情報連絡誌の発行(自立促進だより発行､送 4回 4回
付)

３情報の収集・提供(関係機関の会議等参加） 36回 30回
その他 １自立促進講習会(企画等の援助) 30件 56件

２会長会等会議参加 24回 26回

（表３）創立５０周年記念「東京都母子寡婦福祉大会」実施事業実績

区 分 事 業 内 容

大会趣旨 東京都母子寡婦福祉協議会の創立５０周年に当たり、母子寡婦福祉の一層の充実、母

子寡婦福祉活動の活性化と広く母子寡婦問題についての広報・啓発を図る。

開催日時 平成１１年１１月２０日（土）

開催場所 品川区立総合区民会館「きゅりあん」大ホール

参加人員 約８００名

大会内容 式典、体験発表、記念講演、アトラクション
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社団法人東京都老人クラブ連合会

第１ 監査対象の概要

１ 事 業 の 内 容

（１）事 業 の 概 要

社団法人東京都老人クラブ連合会（以下「連合会」という ）は、昭和３９年に設立された。

団体で、老人福祉の精神に基づき、老人クラブの育成指導を図るとともに、高齢者の生きがい

と健康づくりを推進し、高齢者の福祉と明るい長寿社会づくりに貢献することを目的として、

主として次の事業を行っている。

ア 老人クラブの育成指導及び老人クラブ指導者の研修

イ 高齢者福祉を増進するための調査及び事業の実施並びに広報

ウ 区市町村老人クラブ連合会との連絡及び調整

エ 関係行政機関及び諸団体との連絡協調

オ 高齢者の生きがいと健康に関する事業の受託

（２）都 と の 関 係

都は、連合会に対し、表１のとおり、平成１１年度４，２４７万余円、平成１２年度６，２

９１万円の補助金を交付している。

（表１）補助金額の交付内訳

（単位：千円）

備 考区 分 平成１１年度 平成１２年度

補助金交付額 ４２，４７４ ６２，９１０

老人クラブ等活動推 ３０，５８５ ２９，３５０ ・老人クラブ等活動推進員設置事業補助要綱

進員設置事業 ・活動推進員３名及び事務職員１名に対する補助

老人クラブ友愛実践 １０，９８９ １３，４４０ 老人クラブ友愛実践活動助成事業補助要綱・

活動助成事業 ・友愛チーム活動に対する補助 月１，０００円

高齢者相互支援・啓 ９００ ９００ ・高齢者相互支援推進・啓発事業補助要綱

発事業 モデル地区連合会 年１０万円、その他・

老人クラブ健康教室 １９，２２０ ・老人クラブ健康教室事業補助要綱

事業 都老連 ５６０万円、健康教室 １回 ６万円・

（注）老人クラブ健康教室事業は、平成１２年度からの補助事業である。

２ 組 織

、 、 （ 、 、連合会は 事務所を新宿区西新宿五丁目７番１号に置き 役員３３名 会長１名 副会長４名

監事３名、顧問２名、理事２０名、相談役３名（非常勤役員３２名 ）及び職員４名で構成され）

ている。
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第２ 監査の範囲及び実地監査期間

１ 監 査 の 範 囲

平成１１年度及び平成１２年度の補助事業について実施した。

２ 実地監査期間

（１）福 祉 局 平成１４年２月１日及び同月１２日

（２）連 合 会 平成１４年２月５日及び同月７日

第３ 監 査 の 結 果

１ 事業実績について

平成１１年度及び平成１２年度における補助事業の実績は、表２のとおりであり、事業は補助

目的に沿って適正に執行されている。

（表２）補助事業の実績
事 業 名 年 度 事 業 内 容

老人クラブ等活動推 平成 区市町村老人クラブの指導者の育成 ２５回、３，１０５名参加･
進員設置事業 １１ 区市町村老人クラブの育成 １８回、９９１名参加・

女性リーダー研修会等 １６８名参加・
生きがい活動「社会奉仕の日」一斉奉仕活動の実施等・

平成 区市町村老人クラブ指導者の育成 ２４回、３，１５１名参加・
１２ 区市町村老人クラブの育成 ９回、１，０８３名参加・

女性リーダー研修会等 ２２３名参加・
生きがい活動「社会奉仕の日」一斉奉仕活動の実施等・

老人クラブ友愛実践 平成 一人暮らし、寝たきり・虚弱者宅への訪問、２８区市町村で実施・
活動助成事業 １１ 訪問チーム数 ９３３チーム、訪問対象者 １２，８８５名

平成 一人暮らし、寝たきり・虚弱者宅への訪問、３２区市町村で実施・
１２ 訪問チーム数 １，７１９チーム、訪問対象者 １８，３５５名

高齢者相互支援・啓 平成 支援推進事業 モデル老連を指定・助成し取り組みの強化を図る （モデル地・ 。

発事業 １１ 区、北区、杉並区、八王子市、保谷市、福生市、瑞穂町）
友愛リーダー研修会の開催等

啓発広報事業 啓発冊子及びビデオの配布、貸し出し等・

平成 支援推進事業 モデル老連を指定・助成し取り組みの強化を図る （モデル地・ 。
、 、 、 、 、 、 ）１２ 区 杉並区 八王子市 狛江市 国分寺市 立川市 町田市

友愛リーダー研修会の開催等

啓発広報事業 啓発冊子及びビデオの配布、貸し出し等・

老人クラブ健康教室 平成 連合会 体力測定用具､カンタン健康体操説明書の配布・
事業 １２ 区市町村老人クラブ 健康教室の開催 １９区２５市４町２村で実施・

実施回数 ２２７回 参加者 ２６，５９２名
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